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日・オマーン租税協定 

脱税等の防止のための税務当局間での情報交換【第２５条】 

期待される効果 

協定の規定の適用に関する紛争の解決のための相互協議手続【第２４条】 

健全な投資・経済交流 

人的交流の促進 

○二重課税の回避のため、投資先の国（源泉地国）が課税できる所得の範囲等について調整。 

○脱税・租税回避行為の防止のため、税務当局間での情報交換の実施等を可能とする。 

 

目的 

 
 

二重課税の調整 

 

オマーン 

※ 経済界からも強い要望あり 
※ ２０１４年１月安倍総理の 
   オマーン訪問時に署名 

○  在留邦人 

  ⇒ １３５人（２０１２年１０月現在） 

○ 進出日系企業 

  ⇒ 石油・天然ガス関連企業を中心に 

    １３社 （２０１２年１０月現在） 
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